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(57)【要約】
【課題】挿入部側と操作部側とを連結する際に、連結時
に操作ワイヤを容易に整列でき、挿入部側の操作ワイヤ
と操作部側の操作ワイヤを容易に連結または分離できる
分離型内視鏡を提供する。
【解決手段】挿入部側１０と操作部側７０とは互いに連
結または分離する。操作部側７０にて操作ワイヤ２００
を操作ワイヤ３００に連結または分離させる操作部側連
結分離部３０２が設けられ、また操作部側連結分離部３
０２を保持し、操作部側連結分離部３０２を位置決めし
、整列させる整列部材４００が設けられ、挿入部側１０
にて、操作ワイヤ３００を操作ワイヤ２００に連結また
は分離させる挿入部側連結分離部２０２が設けられ、挿
入部側連結分離部２０２の間には挿入部側連結分離部２
０２同士を接続する接続部材２０５が配置され、操作部
側連結分離部を整列させた整列部材を、操作部側連結分
離部と挿入部側連結分離部とを連結または分離可能な位
置に移動する移動機構が配設される。
【選択図】　　　図１１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の挿入部側操作ワイヤを有する挿入部側と、前記挿入部側操作ワイヤと同数且つ前
記挿入部側操作ワイヤの長手方向に沿って配置される操作部側操作ワイヤを有する操作部
側と、が互いに連結または分離可能な分離型内視鏡であって、
　前記操作部側操作ワイヤの各先端部に設けられ、対となる前記操作部側操作ワイヤと前
記挿入部側操作ワイヤを連結または分離可能にする操作部側連結分離部と、
　前記操作部側に設けられ、前記操作部側操作ワイヤの長手方向に移動して前記操作部側
連結分離部それぞれを保持するとともに、前記操作部側連結分離部それぞれを前記操作部
側操作ワイヤの長手方向に位置決めし、整列させる整列部材と、
　前記挿入部側操作ワイヤの各基端部に設けられ、対となる前記操作部側操作ワイヤと前
記挿入部側操作ワイヤを連結または分離可能にするために、前記操作部側連結分離部それ
ぞれに対して連結または分離される挿入部側連結分離部と、
　前記挿入部側連結分離部の間に配置され、前記挿入部側連結分離部同士を隣接させた状
態で接続し、連結した前記挿入部側連結分離部と前記操作部側連結分離部が前記挿入部側
操作ワイヤの長手方向に移動することで、前記挿入部側連結分離部から切り離され、接続
している前記挿入部側連結分離部同士を切り離す接続部材と、
　前記操作部側連結分離部それぞれを保持し位置決めして整列させた前記整列部材を、前
記操作部側連結分離部と前記挿入部側連結分離部とを連結または分離可能な位置に移動す
るための移動機構と、
　を具備することを特徴とする分離型内視鏡。
【請求項２】
　前記挿入部側の内面に固定され、前記挿入部側連結分離部を前記内面に配置するように
保持する固定部を有することを特徴とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項３】
　前記固定部は、前記挿入部側操作ワイヤの長手方向と、前記挿入部側連結分離部が隣接
して一列に配置されている方向である第１の方向と、に直交する方向における前記挿入部
側連結分離部の移動を防止する防止部を有していることを特徴とする請求項２に記載の分
離型内視鏡。
【請求項４】
　前記連結または分離される前記操作部側連結分離部と前記挿入部側連結分離部との内の
一方は、凸部を有し、
　前記操作部側連結分離部と前記挿入部側連結分離部との内の他方は、前記凸部と係合す
る凹部を有することを特徴とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項５】
　前記整列部材は、前記操作部側連結分離部それぞれを前記操作部側操作ワイヤの長手方
向に位置決めし、前記操作部側操作ワイヤの長手方向に直交する方向であり、前記挿入部
側連結分離部が隣接して一列に配置されている方向である第１の方向に、前記操作部側連
結分離部それぞれを隣接させて一列に配置させ、整列させることを特徴とする請求項４に
記載の分離型内視鏡。
【請求項６】
　前記整列部材は、前記操作部側連結分離部それぞれを保持する保持部を有し、
　前記保持部と前記操作部側連結分離部との内の一方は、開口部を有し、
　前記保持部と前記操作部側連結分離部との内の他方は、前記開口部に対向する溝と、前
記溝に配置され、前記開口部に向かって付勢する付勢力を有する弾性部材と、前記弾性部
材の先端に配置され、前記付勢力によって前記開口部に係合する係合部と、を有すること
を特徴とする請求項５に記載の分離型内視鏡。
【請求項７】
　前記整列部材は、前記操作部側操作ワイヤの長手方向に沿って前記操作部側の先端側に
移動することで、一列に配置されている前記操作部側連結分離部を、一列に配置されてい
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る前記挿入部側連結分離部に対向させ、
　前記操作部側連結分離部が前記挿入部側連結分離部と対向した際に、前記整列部材は前
記操作部側操作ワイヤの長手方向と前記第１の方向に直交する方向に移動することで、前
記凸部は前記凹部に対して係合または係合解除し、前記操作部側連結分離部は前記挿入部
側連結分離部と連結または分離することを特徴とする請求項６に記載の分離型内視鏡。
【請求項８】
　前記凸部は前記凹部と係合している状態で前記整列部材が前記操作部側操作ワイヤの長
手方向に移動すると、前記係合部は前記開口部から抜け、前記操作部側連結分離部と前記
挿入部側連結分離部の連結状態が維持され、
　前記凸部は前記凹部と係合解除された状態で前記整列部材が前記操作部側操作ワイヤの
長手方向に移動すると、前記係合部は前記付勢力によって前記開口部と係合し、前記保持
部は前記操作部側連結分離部を保持することを特徴とする請求項７に記載の分離型内視鏡
。
【請求項９】
　前記接続部材は、前記挿入部側連結分離部と同じ材質であり、樹脂製であることを特徴
とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項１０】
　前記接続部材は、前記挿入部側連結分離部と異なる材質であり、前記挿入部側連結分離
部よりも軟性であることを特徴とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項１１】
　前記挿入部側連結分離部が隣接して一列に配置されている方向である第１の方向におけ
る前記接続部材の両端の太さは、前記接続部材の中間部の太さよりも細いことを特徴とす
る請求項９または１０に記載の分離型内視鏡。
【請求項１２】
　前記接続部材は、ミシン目と開口部と切り込みの内の少なくとも１つを有していること
を特徴とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項１３】
　前記接続部材は、樹脂製であることを特徴とする請求項１に記載の分離型内視鏡。
【請求項１４】
　前記樹脂は、ポリスチレンと、ポリ塩化ビニルと、ポリプロピレンとの内のいずれかで
あることを特徴とする請求項１３に記載の分離型内視鏡。
【請求項１５】
　前記接続部材は、幅方向における断面にて、Ｖ溝形状の断面を有することを特徴とする
請求項１４に記載の分離型内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡において、操作部側と挿入部側とに分離可能な分離型内視鏡に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、内視鏡の操作部に対して挿入部が着脱可能な機構が開示されて
いる。この機構は、操作部と挿入部との着脱時に、挿入部内に挿通する湾曲操作ワイヤを
操作部側に着脱させる。湾曲操作ワイヤを操作部側の操作ワイヤに接続した際、操作部の
ハンドル操作により、挿入部の先端に配置される湾曲部が操作可能となる。
【特許文献１】特開平２００７－１８５３８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した機構において、湾曲操作ワイヤは、一度の操作で操作部側に接続される。しか
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しながら内視鏡の使用者は、接続の前に、予め湾曲操作ワイヤをそれぞれ整列させる必要
があり、整列のためには手間がかかるものとなっている。
【０００４】
　また内視鏡検査にて分離型内視鏡を使用する場合、内視鏡検査の前及び後に、挿入部側
と操作部側とを互いに連結または分離する必要がある。よって挿入部側と操作部側とを互
いに連結または分離する際には、挿入部側の操作ワイヤと操作部側の操作ワイヤの連結ま
たは分離は容易に行えることが好ましい。
【０００５】
　そこで本発明は、上記課題を鑑みて、挿入部側と操作部側とを連結する際に、操作ワイ
ヤを容易に整列でき、挿入部側の操作ワイヤと操作部側の操作ワイヤを容易に連結または
分離できる分離型内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記目的を達成するために、複数の挿入部側操作ワイヤを有する挿入部側と
、前記挿入部側操作ワイヤと同数且つ前記挿入部側操作ワイヤの長手方向に沿って配置さ
れる操作部側操作ワイヤを有する操作部側と、が互いに連結または分離可能な分離型内視
鏡であって、前記操作部側操作ワイヤの各先端部に設けられ、対となる前記操作部側操作
ワイヤと前記挿入部側操作ワイヤを連結または分離可能にする操作部側連結分離部と、前
記操作部側に設けられ、前記操作部側操作ワイヤの長手方向に移動して前記操作部側連結
分離部それぞれを保持するとともに、前記操作部側連結分離部それぞれを前記操作部側操
作ワイヤの長手方向に位置決めし、整列させる整列部材と、前記挿入部側操作ワイヤの各
基端部に設けられ、対となる前記操作部側操作ワイヤと前記挿入部側操作ワイヤを連結ま
たは分離可能にするために、前記操作部側連結分離部それぞれに対して連結または分離さ
れる挿入部側連結分離部と、前記挿入部側連結分離部の間に配置され、前記挿入部側連結
分離部同士を隣接させた状態で接続し、連結した前記挿入部側連結分離部と前記操作部側
連結分離部が前記挿入部側操作ワイヤの長手方向に移動することで、前記挿入部側連結分
離部から切り離され、接続している前記挿入部側連結分離部同士を切り離す接続部材と、
前記操作部側連結分離部それぞれを保持し位置決めして整列させた前記整列部材を、前記
操作部側連結分離部と前記挿入部側連結分離部とを連結または分離可能な位置に移動する
ための移動機構と、を具備することを特徴とする分離型内視鏡を提供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、挿入部側と操作部側とを連結する際に、操作ワイヤを容易に整列でき
、挿入部側の操作ワイヤと操作部側の操作ワイヤを容易に連結または分離できる分離型内
視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１から図１０と図１１Ａから図１１Ｅとを参照し、第１の実施形態について説明する
。　
　図１、図３及び図４に示すように分離型内視鏡１において、分離型内視鏡１の挿入部側
１０と、分離型内視鏡１の操作部側７０とは、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０
とを介して互いに連結または分離可能な構造である。
【０００９】
　挿入部側１０には、体腔内に挿入される細長い挿入部２０と、挿入部２０の基端部に連
設されている折止部３０と、折止部３０の基端部３０ａと連設されている挿入部側連結部
４０と、が含まれる。　
　また操作部側７０には、挿入部側連結部４０に対して自在に連結または分離可能な操作
部側連結部８０と、操作部側連結部８０の基端部に連設されて該操作部側連結部８０と一
体である操作部９０と、が含まれる。
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【００１０】
　なお挿入部側１０の挿入部２０内には、図９Ａに示すように複数の挿入部側操作ワイヤ
である操作ワイヤ２００が配設されている。また操作部側７０の操作部９０及び操作部側
連結部８０内には、図８Ａに示すように操作ワイヤ２００と同数で且つ操作ワイヤ２００
の長手方向に沿って配置される操作部側操作ワイヤである操作ワイヤ３００が配設されて
いる。操作ワイヤ２００と操作ワイヤ３００とは、挿入部２０における後述する湾曲部２
２を湾曲させるための操作ワイヤ３（図１１Ａ参照）となり、挿入部側連結部４０と操作
部側連結部８０との連結または分離に対応して、互いに連結または分離される。
【００１１】
　以下において、分離型内視鏡１の長手方向、挿入部側１０の長手方向、操作部側７０の
長手方向、操作ワイヤ２００の長手方向、操作ワイヤ３００の長手方向、及び操作部側連
結部８０の先端側に配設される整列部材４００の移動方向をＸ軸方向とする。またＸ軸方
向に直交する方向、分離型内視鏡１の幅方向、挿入部側１０の幅方向、操作部側７０の幅
方向、及び折止部３０内において複数からなる後述する挿入部側連結分離部２０２が隣接
して一列に配置される方向（第１の方向）をＹ軸方向とする。またＸ軸方向とＹ軸方向に
直交する方向をＺ軸方向とする。
【００１２】
　挿入部側連結分離部２０２が隣接して一列に配置される方向であるＹ軸方向は、操作ワ
イヤ２００の長手方向と操作ワイヤ３００の長手方向であるＸ軸方向に直交する方向であ
る。
【００１３】
　挿入部側１０の挿入部２０について説明する。　
　図１に示すように挿入部２０は、先端側から順に、先端硬性部２１と、上下左右に湾曲
する湾曲部２２と、長尺で可撓性を有する可撓管部（蛇管部）２３と、を有している。先
端硬性部２１の基端は湾曲部２２の先端と連結し、湾曲部２２の基端は可撓管部２３の先
端と連結している。可撓管部２３の基端は折止部３０の先端と連結し、折止部３０の基端
は挿入部側連結部４０の先端と連結している。
【００１４】
　先端硬性部２１について図２を参照して説明する。　
　先端硬性部２１は、挿入部側１０の先端部に配設され、その先端面部２１ａには観察窓
２１ｂが配設されており、観察窓２１ｂの基端側には図示しない観察ユニットが内蔵され
ている。観察ユニットは、照明光を発生する照明ユニットと、観察像を撮像する撮像ユニ
ット等とから形成されており、観察窓２１ｂを介して観察対象を照明し、撮像する。観察
ユニットには、図示しない挿入部コードが接続されている。挿入部コードは、観察ユニッ
トを駆動するための駆動信号や観察像の画像信号等を伝送するための多数の信号線によっ
て形成され、挿入部２０の基端側へと延出されている。
【００１５】
　先端面部２１ａには、図２に示すように観察窓２１ｂへの送気を行う送気開口部として
の送気ノズル２１ｃと、観察窓２１ｂへの送水を行う送水開口部としての送水ノズル２１
ｄとが観察窓２１ｂの両側に設けられている。送気ノズル２１ｃには図示しない挿入部送
気チューブが接続され、送水ノズル２１ｄには図示しない挿入部送水チューブが接続され
ている。挿入部送気チューブと挿入部送水チューブは挿入部２０の基端側へと延出されて
いる。
【００１６】
　また、先端面部２１ａには、図２に示すように吸引口と図示しない処置具の出口（突出
口）として兼用されるチャンネル開口２１ｅが設けられている。
【００１７】
　チャンネル開口２１ｅには、吸引用と処置具の挿通用に兼用される挿入部チャンネルチ
ューブが接続され、この挿入部チャンネルチューブは挿入部２０の基端側へと延出されて
いる。挿入部チャンネルチューブは、挿入部２０の基端部において、図示しない処置具挿
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通用端部と図示しない吸引用端部との２つに分岐されている。この挿入部チャンネルチュ
ーブの吸引用端部と、挿入部２０の基端側へと延出された上述の挿入部コードと、挿入部
送気チューブおよび挿入部送水チューブは、挿入部側連結部４０の基端側まで延びており
、そして挿入部側連結部４０の基端側に配設された、吸引連結部４０ｍ、コード連結部４
０ｎ、送気送水連結部４０ｐへと接続されている。
【００１８】
　次に折止部３０について図１を参照して説明する。　
　折止部３０には、折止部３０から分岐した形状で、折止部３０と一体の処置具挿通口金
３１が設けられている。処置具挿通口金３１の端部の内側には、挿入部チャンネルチュー
ブの上述した処置具挿通用端部が接続されている。
【００１９】
　折止部３０の基端部３０ａには、図３に示すように挿入部側連結部４０が連設されてい
る。また折止部３０の中空となっている内面３０ｂには、後述する図１０に示す断面が凹
形状の枠状体からなる固定部３２が固定されており、この固定部３２は挿入部側連結部４
０の先端側開口部４０ｑから臨めるようになっている。
【００２０】
　挿入部側連結部４０について説明する。　
　挿入部側連結部４０は、挿入部側１０の基端部であり、図３と図４に示すように操作部
側連結部８０とＺ軸方向にて対向する状態で連結または分離する。その際、図３に示すよ
うに挿入部側連結部４０は、Ｙ軸方向における断面にて肉薄凹状を有しており、この肉薄
部分がＸ軸方向に延びている。凹状の断面を有する挿入部側連結部４０の開口側は、Ｚ軸
方向において操作部側連結部８０側に向かって開放されており、操作部側連結部８０の開
口側と対向している。
【００２１】
　詳細には、挿入部側連結部４０は、図５に示すように上述したＹ軸方向における断面に
おいて、互いに対向する側壁４０ａを有している。側壁４０ａは、対向する側壁４０ａ間
を連設する外壁４０ｂから、Ｚ軸方向において操作部側連結部８０側に向けて立設されて
いる。この側壁４０ａは、図５に示すように外壁４０ｂの内面４０ｃのＹ軸方向における
両端４０ｄから立設されている。したがって挿入部側連結部４０は、対向する側壁４０ａ
と外壁４０ｂとによって、上述した凹状の断面を有する。
【００２２】
　外壁４０ｂは、図１に示すように長板形状を有している。また側壁４０ａの先端４０ｅ
には、図１、図３から図６に示すように、真直ぐなピン（操作部材）２をＹ軸方向に挿通
させる挿通部４１が設けられている。
【００２３】
　挿通部４１は、図６に示すように略Ｌ字４２と略Γ字４６が組み合わさった形状の溝で
あり、ピン２とともに移動機構（セッティング機構）を構成する。Ｌ字４２の長辺４３は
Ｘ軸方向に沿って配置され、Ｌ字４２の短辺４４はＺ軸方向に沿って配置されている。Γ
字４６の一辺４８は、短辺４４と平行にＺ軸方向に沿って配置され、一端４８ａにて、長
辺４３の先端４３ａと繋がっている。またΓ字４６の他辺４９は、長辺４３の先端側の一
部と平行に、且つ短辺４４に向かって且つＸ軸方向に沿って配置されている。
【００２４】
　なお短辺４４の一端４４ａの位置を地点Ａとする。また短辺４４の他端４４ｂであり、
長辺４３の基端４３ｂであり、他端４４ｂと基端４３ｂとの繋がり部である位置を地点Ｂ
とする。また先端４３ａであり、一辺４８の一端４８ａであり、先端４３ａと一端４８ａ
との繋がり部である位置を地点Ｃとする。また一辺４８の他端４８ｂであり、他辺４９の
先端４９ａであり、他端４８ｂと先端４９ａとの繋がり部である位置を地点Ｄとする。ま
た他辺４９の基端４９ｂの位置を地点Ｅとする。
【００２５】
　また図３と図５に示すように内面４０ｃの中心部分には、Ｚ軸方向において操作部側連



(7) JP 2009-297155 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

結部８０側へと突出し、Ｙ軸方向に延びるとともに側壁４０ａとの間には隙間を設けてい
る突壁部４０ｆが形成されている。突壁部４０ｆは、Ｘ軸方向において、挿通部４１より
も基端側に配置される。またＹ軸方向において、突壁部４０ｆの中央部４０ｇは窪んでい
る。中央部４０ｇの底部４０ｈには、円柱状の挿入部係止部としての係止部４０ｉがＺ軸
方向において操作部側連結部８０側へと突設されている。なお図３において係止部４０ｉ
は、図示を省略している。係止部４０ｉには、係止Ｏ－リング４０ｊが外挿固定されてい
る。
【００２６】
　なお、内面４０ｃには、挿通部４１と係止部４０ｉよりもＸ軸方向における基端側にお
いて、対向する側壁４０ａの間を連結するようにして、挿入部隔壁部４０ｋがＹ軸方向に
延びて形成されている。
【００２７】
　次に操作部側７０について説明する。　
　図３と図４に示すように操作部側７０の先端が操作部側連結部８０であり、操作部側７
０の基端が操作部９０であり、この操作部９０は操作者に操作される操作部本体となる。
【００２８】
　操作部側連結部８０について説明する。　
　図３と図４に示すように操作部側連結部８０は、挿入部側連結部４０とＺ軸方向にて対
向する状態で連結または分離する。図７に示すように操作部側連結部８０は、Ｙ軸方向に
おける断面にて、肉薄凹状を有しており、この肉薄部分がＸ軸方向に延びている。凹状の
断面を有する操作部側連結部８０の開口側は、Ｚ軸方向において挿入部側連結部４０側に
向かって開放されており、挿入部側連結部４０の開口側と対向している。
【００２９】
　詳細には、操作部側連結部８０には、Ｙ軸方向における断面において、図３と図７に示
すように互いに対向する側壁８０ａを有している。側壁８０ａは、対向する側壁８０ａ間
を連設する外壁８０ｂから、Ｚ軸方向において挿入部側連結部４０側に向けて立設されて
いる。より具体的には、側壁８０ａは、図７に示すように外壁８０ｂの内面８０ｃのＹ軸
方向における両端８０ｄから立設されている。したがって操作部側連結部８０は、側壁８
０ａと外壁８０ｂによって、上述した凹状の断面を有する。
【００３０】
　外壁８０ｂは、図３と図４と図７に示すように長板形状を有している。側壁８０ａの先
端８０ｅには、図１と図３から図６に示すように、上述した真直ぐなピン２をＹ軸方向に
挿通させる挿通部８１が設けられている。
【００３１】
　挿通部８１は、挿通部４１と同じ形状の溝を有し、ピン２と共に移動機構（セッティン
グ機構）を構成し、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０とが互いに連結した際に、
Ｙ軸方向において挿通部８１は挿通部４１と重ねられるようにして同一直線上に配置され
る。移動機構（セッティング機構）である挿通部４１と、挿通部８１と、ピン２とは、操
作部側連結分離部３０２それぞれを保持し位置決めして整列させた整列部材４００を、挿
入部側連結部４０の内面４０ｃと操作部側連結部８０の内面８０ｃとの間のＸ軸方向及び
Ｚ軸方向で、操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２とを連結または分離
可能な位置に移動（セッティング）することとなる。
【００３２】
　また、操作部側連結部８０における内面８０ｃの中心部分には、円筒状の操作部係止部
としての係止受部８０ｉがＺ軸方向において挿入部側連結部４０側に突設されている。係
止受部８０ｉには、操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とが互いに連結または分離
することで、係止部４０ｉが自在に挿抜される。係止受部８０ｉに係止部４０ｉが挿入さ
れると、係止Ｏ－リング４０ｊの作用により、係止受部８０ｉと係止部４０ｉとが互いに
係止され、操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とが互いに係止する。係止受部８０
ｉは、挿通部８１よりもＸ軸方向における基端側に配置される。
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【００３３】
　また側壁８０ａには、挿入部隔壁部４０ｋが嵌合する切欠部８０ｋが形成されている。
切欠部８０ｋは、Ｘ軸方向において挿通部８１と係止受部８０ｉとよりも基端側に配置さ
れることとなる。
【００３４】
　内面８０ｃの基端部は、連結方向に突出されている台状部８０ｌをなしている。
【００３５】
　この台状部８０ｌには、その上面に、操作ワイヤ３００を案内するための溝部８０ｗ、
並びに挿入部側連結部４０の基端側に配設された吸引連結部４０ｍ、コード連結部４０ｎ
、及び送気送水連結部４０ｐに対応し、それぞれと連結される吸引連結部８０ｍ、コード
連結部８０ｎ、及び送気送水連結部８０ｐが形成されている。
【００３６】
　次に挿入部側１０と操作部側７０の連結分離構造について簡単に説明する。　
　操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とを互いに連結する際、図３に示すように操
作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とがＺ軸方向において互いに対向している状態で
、互いに近づく。その際、係止部４０ｉが係止受部８０ｉに挿入され、係止部４０ｉと係
止受部８０ｉとが係止する。また挿入部隔壁部４０ｋが切欠部８０ｋに嵌合され、側壁４
０ａの内面が側壁８０ａの外面及び台状部８０ｌの側面に嵌合される。この際、吸引連結
部４０ｍ、コード連結部４０ｎ、及び送気送水連結部４０ｐも、吸引連結部８０ｍ、コー
ド連結部８０ｎ、及び送気送水連結部８０ｐと接続される。これにより図１と図４に示す
ように側壁４０ａが側壁８０ａを覆うような状態となって、操作部側連結部８０は挿入部
側連結部４０と連結する。
【００３７】
　また操作部側連結部８０を挿入部側連結部４０から分離する際、操作部側連結部８０と
挿入部側連結部４０とはＺ軸方向において互いに離れる。その際、係止部４０ｉが係止受
部８０ｉから抜去され、挿入部隔壁部４０ｋが切欠部８０ｋに対して嵌合を解除され、側
壁４０ａの内面が側壁８０ａの外面及び台状部８０ｌの側面に対して嵌合を解除され、図
３に示すように吸引連結部４０ｍ、コード連結部４０ｎ、及び送気送水連結部４０ｐも、
吸引連結部８０ｍ、コード連結部８０ｎ、及び送気送水連結部８０ｐから接続を解除され
、分離する。
【００３８】
　このような場合における係止部４０ｉと係止受部８０ｉと挿入部隔壁部４０ｋと切欠部
８０ｋは、操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とを互いに連結または分離させる際
の連結分離部１００を構成する。このように分離型内視鏡１において、連結分離部１００
によって挿入部側１０と操作部側７０とは、互いに連結または分離可能になっている。　
　操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とが互いに連結されることで、外壁８０ｂ及
び挿入部側連結部４０によって、操作部９０と一体的に連結される把持部１０１が形成さ
れる。把持部１０１は、図１に示すように操作者に把持される。
【００３９】
　次に操作部９０について説明する。　
　図１、図３、図４及び図７に示すようにＹ軸方向における操作部９０の側面９０ａには
、図示しない周辺装置を操作するための操作スイッチ９１が設けられている。またＹ軸方
向において、側面９０ａとは反対側の側面９０ｂからは、ユニバーサルコード９２が延出
されている。ユニバーサルコード９２の延出端部は、ビデオプロセッサ、送気装置、送水
装置、吸引装置等の周辺装置に接続される。
【００４０】
　操作部９０の上面９０ｃには、湾曲部２２を上下，左右に湾曲操作する操作ハンドル９
４ｕｄ，９４ｌｒが設けられている。
【００４１】
　次に操作部側７０の操作ワイヤ３００について図８Ａから図８Ｃを参照して説明する。
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　図８Ａに示すように操作ワイヤ３００は、湾曲部２２を上方向に湾曲させる操作(アン
グル)ワイヤ３００ｕと、湾曲部２２を下方向に湾曲させる操作ワイヤ３００ｄと、湾曲
部２２を左方向に湾曲させる操作ワイヤ３００ｌと、湾曲部２２を右方向に湾曲させる操
作ワイヤ３００ｒとを有している。
【００４２】
　操作ワイヤ３００ｕおよび操作ワイヤ３００ｄの図示しない各基端部は、湾曲部２２を
上下に湾曲させる機構である図示しない上下湾曲機構を介して操作ハンドル９４ｕｄに接
続している。また操作ワイヤ３００ｌおよび操作ワイヤ３００ｒの各基端部は、湾曲部２
２を左右に湾曲させる機構である図示しない左右湾曲機構を介して操作ハンドル９４ｌｒ
に接続している。
【００４３】
　操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒは操作されると、操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒと
接続している各操作ワイヤ３００は押し引きされ（Ｘ軸方向に沿って移動し）、湾曲部２
２は湾曲する。
【００４４】
　各操作ワイヤ３００の先端部３０１は、台状部８０ｌの上面の各溝部８０ｗを介して延
出されて内面８０ｃに配置され、またＸ軸方向に操作部側７０の先端に配置されている。
なお先端部３０１とは、操作ワイヤ３００ｕの先端部３０１ｕと、操作ワイヤ３００ｄの
先端部３０１ｄと、操作ワイヤ３００ｒの先端部３０１ｒと、操作ワイヤ３００ｌの先端
部３０１ｌを示す。
【００４５】
　先端部３０１には、対となる操作ワイヤ３００と操作ワイヤ２００とを互いに連結また
は分離可能にする際に用いられる略直方体形状の操作部側連結分離部３０２（３０２ｕ，
３０２ｄ，３０２ｒ，３０２ｌ）が設けられている。挿入部側連結部４０と操作部側連結
部８０とが互いに対向すると、操作部側連結分離部３０２は、挿入部側連結部４０の内面
４０ｃに対向する。
【００４６】
　操作部側連結分離部３０２は、図８Ｂと図８Ｃに示すようにＹ軸方向における側面３０
３ａにて、凹部である開口部３０３ｂを有し、Ｚ軸方向における下面３０３ｃにて、突起
である凸部３０３ｄを有している。凸部３０３ｄを有する下面３０３ｃは、挿入部側連結
部４０に対向している。
【００４７】
　操作部側連結分離部３０２は、上述したように操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒが操作
され、操作ワイヤ３００が押し引きされた際、Ｘ軸方向に沿って移動する。
【００４８】
　次に整列部材４００について図８Ａから図８Ｄを参照して説明する。　
　整列部材４００は、操作部側７０の操作部側連結部８０の内面８０ｃに設けられ、内面
８０ｃのＸ軸方向（操作ワイヤ３００の長手方向）に移動されて操作部側連結分離部３０
２それぞれを保持するとともに、操作部側連結分離部３０２それぞれをＸ軸方向にて位置
決めして整列させるようになっている。
【００４９】
　整列部材４００は、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０との連結時に、Ｙ軸方向
において挿通部８１と同一直線上に配置され、Ｙ軸方向にピン２を挿通させるための挿通
部４０４を整列部材４００のＸ軸方向における基端部４０５に有している。整列部材４０
０は、このピン２によってＸ軸方向に沿って移動可能である。
【００５０】
　整列部材４００は、上述した操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒが操作され、操作ワイヤ
３００が押し引きされた際、操作部側連結分離部３０２がＸ軸方向に移動可能な溝４０１
を有している。溝４０１は、Ｚ軸方向において挿入部側連結部４０側に向かって開口して
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いる凹部であり、挿入部側連結部４０と対向するように配置されている。１つの溝４０１
には、１つの操作部側連結分離部３０２が移動（摺動）する。
【００５１】
　また整列部材４００は、操作部側連結分離部３０２を保持する保持部４０２を有してい
る。保持部４０２は、開口部３０３ｂに対向するように、Ｙ軸方向における溝４０１の側
面４０１ａに配置されている。保持部４０２は、図８Ｃと図８Ｄに示すように開口部３０
３ｂに対向するように側面４０１ａに形成される溝４０２ａと、溝４０２ａに配置され、
Ｙ軸方向の開口部３０３ｂに向かって付勢する付勢力を有するバネといった弾性部材４０
２ｂと、弾性部材４０２ｂの先端に配置され、弾性部材４０２ｂの付勢力によって開口部
３０３ｂに係合する爪である係合部４０２ｃとを有している。
【００５２】
　係合部４０２ｃは図８Ｄに示すように略三角形形状の突起（略三角柱）であり、係合部
４０２ｃのＺ軸方向における上面と下面は平面である。
【００５３】
　整列部材４００がＸ軸方向に沿って移動することで、係合部４０２ｃは付勢力によって
開口部３０３ｂに係合し、保持部４０２は操作部側連結分離部３０２を保持する。このと
き整列部材４００は、図８Ａに示すようにＹ軸方向において操作部側連結分離部３０２を
隣接させて一列に整列させて同一直線上に配置させ、位置決めすることとなる。
【００５４】
　なお整列部材４００をピン２を介して挿通部８１の溝のＸ軸方向に沿ってさらに操作部
側７０の先端側に移動し、次いでＹ軸方向に移動することで、Ｙ軸方向に一列に整列され
ている操作部側連結分離部３０２は、図１１Ａから図１１Ｃに示すようにＹ軸方向に一列
に整列されている後述する挿入部側連結分離部２０２に対向させられる。
【００５５】
　次に挿入部側１０の操作ワイヤ２００及び操作ワイヤ２００の基端部に設けられる挿入
部側連結分離部２０２について図９Ａから図９Ｃを参照して説明する。　
　挿入部側１０の操作ワイヤ２００は、湾曲部２２を上方向に湾曲させる操作ワイヤ２０
０ｕと、湾曲部２２を下方向に湾曲させる操作ワイヤ２００ｄと、湾曲部２２を左方向に
湾曲させる操作ワイヤ２００ｌと、湾曲部２２を右方向に湾曲させる操作ワイヤ２００ｒ
を有している。
【００５６】
　操作ワイヤ２００（操作ワイヤ２００ｕ，２００ｄ，２００ｌ，２００ｒ）の図示しな
い先端部は、折止部３０と可撓管部２３を挿通し、互いに回動可能に連結された複数の節
輪から構成される湾曲部２２の先端（最も先端側の節輪）に固定されている。
【００５７】
　各操作ワイヤ２００の基端部２０１には、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０と
が互いに連結または分離する際に、対となる操作ワイヤ３００と操作ワイヤ２００とを互
いに連結または分離可能にするために、上述の操作部側連結分離部３０２（３０２ｕ，３
０２ｄ，３０２ｒ，３０２ｌ）に対して連結または分離可能な挿入部側連結分離部２０２
（２０２ｕ，２０２ｄ，２０２ｒ，２０２ｌ）が設けられている。
【００５８】
　なお基端部２０１とは、操作ワイヤ２００ｕの基端部２０１ｕ、操作ワイヤ２００ｄの
基端部２０１ｄ、操作ワイヤ２００ｒの基端部２０１ｒ、操作ワイヤ２００ｌの基端部２
０１ｌを示す。また挿入部側連結分離部２０２ｕは操作部側連結分離部３０２ｕと、挿入
部側連結分離部２０２ｄは操作部側連結分離部３０２ｄと、挿入部側連結分離部２０２ｒ
は操作部側連結分離部３０２ｒと、挿入部側連結分離部２０２ｌは操作部側連結分離部３
０２ｌとそれぞれ連結または分離可能である。
【００５９】
　挿入部側連結分離部２０２は、図１０に示すように折止部３０の内面３０ｂに固定され
た薄肉凹形状の枠状体からなる固定部３２に取り付けられている。この固定部３２は、折
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止部３０内に配置され、また固定部３２に取り付けられる挿入部側連結分離部２０２は、
Ｚ軸方向において操作部側連結部８０側に位置している。そして挿入部側連結分離部２０
２が、操作部側連結分離部３０２と連結または分離する際には、操作部側連結分離部３０
２が折止部３０の内面３０ｂ（内部）に入って（移動して）きて、両者が対向するように
なっている。
【００６０】
　なお固定部３２は、挿入部側連結分離部２０２のＺ軸方向における移動を防止する板で
ある防止部３３を凹状の固定部３２の開口側に有している。
【００６１】
　挿入部側連結分離部２０２は、Ｚ軸方向において、図９Ａと図９Ｂに示すように操作部
側連結部８０側の上面２０３ａに、凸部３０３ｄと係合する開口部を備えた凹部２０３ｂ
を有している。凹部２０３ｂの開口部は、テーパ形状を有し、Ｚ軸方向において段付きの
先端孔部２０３ｃとなり、テーパ形状のテーパ部と先端孔部２０３ｃとの間には、凸部３
０３ｄがＺ軸方向に沿って挿入された際に係合する係合本体部２０３ｄを有している。係
合本体部２０３ｄの内周は、凸部３０３ｄの外周と略同様の形状（寸法）を有している。
よって凸部３０３ｄは、Ｚ軸方向にのみ移動可能であり、凸部３０３ｄのＸ軸方向とＹ軸
方向の移動を防止する。係合本体部２０３ｄの開口側には、例えば図９Ｃに示すようなＥ
リング２０３ｅが配置され、凸部３０３ｄの外周に形成されたリング状溝部に係合するよ
うになっている。
【００６２】
　各挿入部側連結分離部２０２の間には、図９Ａと図９Ｂと図１０に示すように挿入部側
連結分離部２０２同士を隣接させた状態で接続する接続部材２０５が配置されている。こ
の接続部材２０５は、図１０に示すようにＹ軸方向両端に配置されている挿入部側連結分
離部２０２ｌ，２０２ｕと固定部３２との間にも配置され、各挿入部側連結分離部２０２
と固定部３２を接続している。
【００６３】
　つまり接続部材２０５は、Ｙ軸方向に各挿入部側連結分離部２０２を隣接させて一列に
同一直線上に整列させ、予め折止部３０の内部の固定部３２に位置決めすることとなる。
【００６４】
　また挿入部側連結分離部２０２と操作部側連結分離部３０２とが互いに連結すると、操
作ワイヤ３００と操作ワイヤ２００とが互いに連結する。そして操作ハンドル９４ｕｄ，
９４ｌｒが操作されると、連結した挿入部側連結分離部２０２と操作部側連結分離部３０
２は個別に移動される操作ワイヤ３００（３００ｕ，３００ｄ，３００ｒ，３００ｌ）に
よってＸ軸方向に移動する。この移動によって接続部材２０５は、挿入部側連結分離部２
０２と固定部３２から切り離され、接続している挿入部側連結分離部２０２同士を切り離
す。
【００６５】
　接続部材２０５は、挿入部側連結分離部２０２と同じ材質であり、例えばプラスチック
製である。接続部材２０５のＹ軸方向における長さは、各凸部３０３ｄが対応する位置の
各係合本体部２０３ｄに係合するように所望に調整されている。接続部材２０５は、例え
ば円柱形状を有している。
【００６６】
　次に本実施形態における挿入部側１０と操作部側７０との連結分離方法について説明す
る。　
　まず連結方法について図８Ａから図１１Ｅを参照して説明する。なお図１１Ａから図１
１Ｅでは、折止部３０と固定部３２等の一部の図示を省略している。
【００６７】
　ピン２は、操作部側連結部８０の挿通部８１と整列部材４００の挿通部４０４と、を図
７に示す地点Ａで挿通される。これにより整列部材４００の基端部４０５は地点Ａ近傍に
配置され、整列部材４００は操作部側連結部８０の先端８０ｅ側に配置される。そして操
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作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒに連結され、溝部８０ｗから延在する操作ワイヤ３００と
操作部側連結分離部３０２とが、溝４０１内に配置される。
【００６８】
　この状態で操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒが操作されると、各操作ワイヤ３００がＸ
軸方向に沿って押し引き去れる。これにより各操作部側連結分離部３０２は、各溝４０１
に沿ってＸ軸方向に移動する。各操作部側連結分離部３０２が溝４０１内を移動すると、
係合部４０２ｃは、弾性部材４０２ｂによって付勢されているので、図８Ｃに示すように
各操作部側連結分離部３０２の開口部３０３ｂと係合する。
【００６９】
　これにより各操作部側連結分離部３０２は、整列部材４００の保持部４０２によって保
持され、図８Ａと図８Ｂに示すように整列部材４００によってＹ軸方向に隣接するように
一列に同一直線上に整列され、位置決めされて配置される。
【００７０】
　このときピン２は、挿通部８１と挿通部４０４から１回（一旦）引き抜かれる。
【００７１】
　操作部側連結分離部３０２は挿入部側連結分離部２０２と連結する際、挿入部側連結分
離部２０２は、図１０に示すように折止部３０の内部に位置し、接続部材２０５によって
、Ｙ軸方向に隣接するように一列に同一直線上に整列され、予め位置決めされて配置され
ている。
【００７２】
　したがって操作部側連結部８０の内面８０ｃと挿入部側連結部４０の内面４０ｃが対向
した状態において、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０の内の一方をＺ軸方向にお
いて他方に対して連結させるために近づけることによって、係止部４０ｉが係止受部８０
ｉに挿入され、係止部４０ｉが係止受部８０ｉに係止される。また挿入部隔壁部４０ｋが
切欠部８０ｋに嵌合され、側壁４０ａの内面は側壁８０ａの外面の台状部８０ｌの側面に
嵌合される。また挿入部側連結部４０の吸引連結部４０ｍ、コード連結部４０ｎ、送気送
水連結部４０ｐも、操作部側連結部８０の吸引連結部８０ｍ、コード連結部８０ｎ、送気
送水連結部８０ｐに接続される。このような状態を伴って、操作部側連結部８０は挿入部
側連結部４０を受け止め、これにより挿入部側連結部４０は操作部側連結部８０と連結す
る。
【００７３】
　このとき挿入部側連結部４０の挿通部４１と操作部側連結部８０の挿通部８１と整列部
材４００の挿通部４０４とは、Ｙ軸方向において同一直線上に配置される。そして再び挿
通部４１と挿通部８１と挿通部４０４とには、ピン２が挿入される。これによりピン２は
、Ｙ軸方向において整列部材４００を貫通する。
【００７４】
　次にピン２は、挿入部側連結部４０と操作部側連結部８０を連結した状態で、溝に沿っ
て地点Ａから地点Ｂを経由して地点Ｃに移動される。言い換えるとピン２は、短辺４４と
長辺４３を移動し、Ｌ字４２内を先端側に向かって移動する。これにより、内面８０ｃと
内面４０ｃとの間で整列部材４００も一緒に移動され、整列部材４００は、図１１Ａに示
すように操作部側連結部８０の先端よりも先方にある固定部３２に向かってＸ軸方向に内
面４０ｃに沿って移動する。
【００７５】
　この状態では、操作ワイヤ３００は、まだ操作ワイヤ２００と接続しておらず、自由に
移動可能である。よって整列部材４００が移動すると、操作部側連結分離部３０２と、操
作部側連結分離部３０２と接続している操作ワイヤ３００も同様に移動する。すなわち整
列部材４００は、図１１Ａに示すようにピン２の操作により、整列部材４００の保持部４
０２によって操作部側連結分離部３０２を保持した状態でＸ軸方向に内面４０ｃ沿って操
作部側連結部８０（操作部側７０）の先端側に移動する。
【００７６】
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　このようにピン２が挿通部４１と挿通部８１と挿通部４０４に挿入され地点Ａから地点
Ｂを経由して地点Ｃに移動すると、ピン２と共に整列部材４００と操作部側連結分離部３
０２と操作ワイヤ３００も移動する。
【００７７】
　この移動によって整列部材４００の先端と、操作部側連結分離部３０２とは、折止部３
０内に挿入されることとなる。またこの移動によって整列部材４００は、図１１Ｂに示す
ように、Ｙ軸方向に一列に配置されている操作部側連結分離部３０２を、予め一列に配置
されている挿入部側連結分離部２０２に対向させることとなる。
【００７８】
　次にピン２は、地点Ｃから地点Ｄに移動される、言い換えるとピン２は、一辺４８を移
動し、Ｚ軸方向において内面４０ｃ側に向かって押し下げられる。これにより図１１Ｂに
示すように整列部材４００と操作部側連結分離部３０２も押し下げられ、挿入部側連結分
離部２０２に向かってＺ軸方向に沿って移動する。
【００７９】
　このとき凸部３０３ｄは、凹部２０３ｂに向かって移動し、図１１Ｃに示すように凹部
２０３ｂと係合し、係合本体部２０３ｄに係合する。これにより操作部側連結分離部３０
２は、挿入部側連結分離部２０２と連結し、操作ワイヤ３００は操作ワイヤ２００と連結
する。
【００８０】
　次にピン２は、地点Ｄから地点Ｅに移動される。言い換えるとピン２は、他辺４９を移
動し、Ｘ軸方向に沿って操作部側連結部８０の基端側に移動する。このとき整列部材４０
０も同様に移動する。
【００８１】
　この移動のとき、凸部３０３ｄは係合本体部２０３ｄに係合し、操作部側連結分離部３
０２は挿入部側連結分離部２０２と連結しているので、整列部材４００がＸ軸方向に移動
しても、凸部３０３ｄは凹部２０３ｂによってＸ軸方向に移動せず、係合本体部２０３ｄ
から抜けない。そして整列部材４００の係合部４０２ｃは、操作部側連結分離部３０２の
開口部３０３ｂから抜ける。つまり整列部材４００は、図１１Ｄに示すように保持部４０
２によって操作部側連結分離部３０２を保持する状態を解除し、操作部側連結分離部３０
２を離すこととなる。なお図１１Ｄでは、操作部側連結分離部３０２の動作を説明しやす
くするために、整列部材４００を操作部側連結分離部３０２からオーバランした（飛び越
えた）状態で示しているが、実際には、整列部材４００は溝４０１内に、操作部側連結分
離部３０２を収納する状態となっている。なお凸部３０３ｄは係合本体部２０３ｄと係合
しているため、操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２の連結状態は維持
されている。
【００８２】
　これにより各操作部側連結分離部３０２は、挿入部側連結分離部２０２と連結した状態
で、Ｘ軸方向にて整列部材４００の溝４０１内を移動可能となる。
【００８３】
　整列部材４００が操作部側連結分離部３０２を離した状態において、操作ハンドル９４
ｕｄ，９４ｌｒが操作されると、操作ワイヤ３００が溝４０１内のＸ軸方向に沿って押し
引きされ、操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２を介して操作ワイヤ２
００もＸ軸方向に沿って押し引きされる。
【００８４】
　詳細には、操作ハンドル９４ｕｄが操作されると、操作ワイヤ３００ｕが前進または後
退し、操作ワイヤ３００ｄが後退または前進する。また操作ハンドル９４ｌｒが操作され
ると、操作ワイヤ３００ｌが前進または後退し、操作ワイヤ３００ｒが後退または前進す
る。図１１Ｅに示すように挿入部側連結分離部２０２が操作ワイヤ３００に連動してＸ軸
方向に沿って押し引きされると、接続部材２０５は、固定部３２から切り離され、接続し
ている各挿入部側連結分離部２０２を切り離す。
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【００８５】
　つまり操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒを操作する操作力は、操作ワイヤ３００を介し
て操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２とに伝達され、接続部材２０５
を切断する。言い換えると、接続部材２０５は、操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒを操作
する操作力によって切断され、固定部３２及び挿入部側連結分離部２０２から切り離され
る。
【００８６】
　その後、操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒが操作されると、湾曲部２２は上下左右の各
方向に任意に湾曲することが可能となる。
【００８７】
　次に分離方法について説明する。　
　操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒを、分離をおこなうための規定位置に戻す。これによ
り操作ワイヤ３００と操作部側連結分離部３０２と操作ワイヤ２００と挿入部側連結分離
部２０２は分離をおこなうための規定位置に戻る。この規定位置は、図１１Ｄに示すよう
に操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２とが互いに連結した位置であり
、操作部側連結分離部３０２（挿入部側連結分離部２０２）がＹ軸方向に隣接するように
一列に同一直線上に整列される位置である。
【００８８】
　ピン２が地点Ｅから地点Ｄへ移動すると、整列部材４００も同様に移動する。このとき
係合部４０２ｃは、側面３０３ａに沿ってＸ軸方向を移動し、弾性部材４０２ｂに付勢さ
れて開口部３０３ｂと係合する。これにより整列部材４００において、保持部４０２は溝
４０１内にて操作部側連結分離部３０２を再び保持する。
【００８９】
　次いでピン２が地点Ｄから地点Ｃへ移動すると、整列部材４００も同様に移動する。こ
のとき開口部３０３ｂに係合した係合部４０２ｃの上面は開口部３０３ｂの内面に当接し
ているので、係合部４０２ｃは開口部３０３ｂから外れない。
【００９０】
　よって操作部側連結分離部３０２も同様に移動する。このとき、挿入部側連結分離部２
０２に移動の作用があるが、固定部３２に配置された防止部３３によって挿入部側連結分
離部２０２のＺ軸方向における移動を防止される。よって、凸部３０３ｄは係合本体部２
０３ｄから外れ、凸部３０３ｄは凹部２０３ｂに対して係合解除される。これにより操作
部側連結分離部３０２は、挿入部側連結分離部２０２から分離し、操作ワイヤ３００は操
作ワイヤ２００から分離する。
【００９１】
　この後、ピン２が地点Ｃから地点Ｂを経由して地点Ａへ移動すると、整列部材４００は
操作部側連結分離部３０２を保持した状態で移動する。
【００９２】
　この後、操作部側連結部８０と挿入部側連結部４０とをＺ軸方向で相対的に分離すると
、係止部４０ｉと係止受部８０ｉの係止状態が解除され、挿入部隔壁部４０ｋは切欠部８
０ｋから嵌合解除され、側壁４０ａの内面は側壁８０ａの外面の台状部８０ｌの側面から
外される。これにより操作部側７０は挿入部側１０と分離する。
【００９３】
　このように本実施形態によれば、整列部材４００をピン２を介して地点Ａと地点Ｄの間
で移動すると、係合部４０２ｃが開口部３０３ｂと係合しているため、操作部側連結分離
部３０２も同様に移動する。　
　また整列部材４００をピン２を介して地点Ｃと地点Ｄの間でＺ軸方向に移動すると、凸
部３０３ｄは凹部２０３ｂと係合または係合解除しているため、操作部側連結分離部３０
２は挿入部側連結分離部２０２と連結または分離し、そして操作ワイヤ２００は操作ワイ
ヤ３００と連結または分離する。
【００９４】
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　また整列部材４００をピン２を介して地点Ｄと地点Ｅの間で移動すると、この状態での
凸部３０３ｄは凹部２０３ｂと係合している状態なので、整列部材４００がＸ軸方向に沿
って移動することにより、係合部４０２ｃは開口部３０３ｂから抜ける。そして整列部材
４００は、保持部４０２によって操作部側連結分離部３０２を保持する状態を解除され、
操作部側連結分離部３０２を離すこととなる。この際に操作部側連結分離部３０２は移動
せず、操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２の連結状態は維持される。
【００９５】
　また整列部材４００は地点Ｃと地点Ｂの間では、凸部３０３ｄは凹部２０３ｂと係合解
除された状態であり、整列部材４００がＸ軸方向に沿って移動することにより、係合部４
０２ｃは付勢力によって開口部３０３ｂと係合し、保持部４０２は操作部側連結分離部３
０２を保持することとなっている。
【００９６】
　このようにして本実施形態では、挿入部側１０と操作部側７０とを連結または分離させ
ることができる。
【００９７】
　また本実施形態は、操作ワイヤ３００を操作ワイヤ２００に連結させる際、操作ハンド
ル９４ｕｄ，９４ｌｒを操作することで、操作ワイヤ３００をＸ軸方向に沿って押し引き
し、操作部側連結分離部３０２を溝４０１に沿ってＸ軸方向に移動させ、保持部４０２に
操作部側連結分離部３０２を保持させることができる。これにより本実施形態は、操作部
側連結分離部３０２を図８Ａと図８Ｂに示すように整列部材４００によってＹ軸方向に隣
接するように一列に同一直線上に整列させて、位置決めすることができる。つまり本実施
形態は、操作ハンドル９４ｕｄ，９４ｌｒの操作で、操作部側連結分離部３０２を容易に
整列することができ、操作ワイヤ３００を容易に整列することができる。　
　また本実施形態は、接続部材２０５によってＹ軸方向に挿入部側連結分離部２０２を隣
接して一列に同一直線上に容易に整列させて、予め位置決めすることができる。つまり本
実施形態は、予め操作ワイヤ２００を容易に整列することができる。　
　よって本実施形態は、連結時に操作ワイヤ３００，２００を容易に整列できる。
【００９８】
　また本実施形態は、上述したように操作ワイヤ３００，２００を整列させた後、ピン２
を地点Ｃに移動させることで、整列されている操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結
分離部２０２を対向させることができ、ピン２を地点Ｃから地点Ｄに移動させるのみで、
操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２を容易に連結することができる。
このように本実施形態は、ピン２を地点Ａから地点Ｅにまで移動させる容易な操作によっ
て操作ワイヤ３００を操作ワイヤ２００に１回で容易に連結することができる。
【００９９】
　また本実施形態は、連結時に操作ワイヤ３００を操作ワイヤ２００に１回で連結するこ
とができるため、連結の手間を省くことができる。
【０１００】
　また本実施形態は、ピン２を地点Ｅから地点Ａにまで移動させる容易な操作によって操
作ワイヤ３００を操作ワイヤ２００から１回で容易に分離することができる。
【０１０１】
　また本実施形態は、挿入部側連結分離部２０２を折止部３０の内部の固定部３２に保持
させている。よって整列部材４００を地点Ｃに移動させることにより、操作部側連結分離
部３０２を挿入部側連結分離部２０２に容易に対向させることができる。そして整列部材
４００を地点Ｄに移動させることにより、操作部側連結分離部３０２を挿入部側連結分離
部２０２に容易に連結させることができる。
【０１０２】
　また本実施形態は、防止部３３によってＺ軸方向における挿入部側連結分離部２０２の
移動を防止でき、操作部側連結分離部３０２を挿入部側連結分離部２０２から容易に分離
させることができる。
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【０１０３】
　また本実施形態は、凸部３０３ｄと凹部２０３ｂとによって操作部側連結分離部３０２
を挿入部側連結分離部２０２に容易に連結することができる。なお操作部側連結分離部３
０２は凹部２０３ｂを有し、挿入部側連結分離部２０２は凸部３０３ｄを有していても良
い。このように操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２との内の一方が、
凸部３０３ｄを有し、操作部側連結分離部３０２と挿入部側連結分離部２０２との内の他
方が、凹部２０３ｂを有していればよい。
【０１０４】
　また本実施形態は、保持部４０２によって操作部側連結分離部３０２を保持させること
で、操作部側連結分離部３０２をＹ軸方向において容易に隣接させて一列に同一直線上に
容易に整列させることができる。また本実施形態は、保持部４０２によって整列部材４０
０と共に操作部側連結分離部３０２を移動でき、操作部側連結分離部３０２を挿入部側連
結分離部２０２に対向でき、操作部側連結分離部３０２を挿入部側連結分離部２０２に容
易に連結させることができる。なお整列部材４００の保持部４０２側が開口部３０３ｂを
有し、操作部側連結分離部３０２側が、溝４０２ａと、弾性部材４０２ｂと、係合部４０
２ｃと、を有する構成としても良い。つまり保持部４０２と操作部側連結分離部３０２と
の内の一方が開口部３０３ｂを有し、保持部４０２と操作部側連結分離部３０２との内の
他方が、溝４０２ａと、弾性部材４０２ｂと、係合部４０２ｃと、を有していれば良い。
【０１０５】
　次に本発明に係る第２の実施形態について図１２を参照して説明する。なお、第１の実
施形態と同一の構成については第１の実施形態と同一の参照符号を付すことにより説明を
省略する。
【０１０６】
　本実施形態において、挿入部側連結分離部２０２間のＹ軸方向における接続部材２０５
の両端の太さは、接続部材２０５の中間部の太さよりも細い。接続部材２０５の太さは、
中間部からＹ軸方向における両端に向けて連続的に細くなっている。両端とは、接続部材
２０５が挿入部側連結分離部２０２や固定部３２と接続される部分である。本実施形態に
おける接続部材２０５は、第１の実施形態と同様に挿入部側連結分離部２０２と同じ材質
である。このように本実施形態は、両端を中間部よりも細くすることで、挿入部側連結分
離部２０２または固定部３２から接続部材２０５を容易に切り離すことができ、挿入部側
連結分離部２０２同士を切り離すことができる。
【０１０７】
　次に本発明に係る第３の実施形態について図１３を参照して説明する。なお、第１の実
施形態と同一の構成については第１の実施形態と同一の参照符号を付すことにより説明を
省略する。
【０１０８】
　本実施形態における接続部材２０５は、挿入部側連結分離部２０２と異なる材質であり
、挿入部側連結分離部２０２よりも軟性である。本実施形態において接続部材２０５は例
えば樹脂であり、挿入部側連結分離部２０２は例えばステンレス等の金属である。接続部
材２０５は、例えば円柱形状を有している。つまり挿入部側連結分離部２０２同士は、挿
入部側連結分離部２０２とは異なる軟らかい材質の接続部材２０５によって接続されてい
る。挿入部側連結分離部２０２と固定部３２についても同様である。このように異なる軟
らかい材質の接続部材２０５で接続することで、挿入部側連結分離部２０２および固定部
３２から接続部材２０５を容易に切り離すことができ、挿入部側連結分離部２０２同士を
切り離すことができる。なお本実施形態は、第２の実施形態と組み合わせることも可能で
ある。
【０１０９】
　次に本発明に係る第４の実施形態について図１４を参照して説明する。なお、第１の実
施形態と同一の構成については第１の実施形態と同一の参照符号を付すことにより説明を
省略する。
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【０１１０】
　本実施形態における接続部材２０５は、例えば樹脂によって形成されるＸ軸方向に沿っ
た薄板形状からなっている。また接続部材２０５は、挿入部側連結分離部２０２と操作部
側連結分離部３０２とが互いに連結し操作ワイヤ３００が移動した際に、挿入部側連結分
離部２０２と操作部側連結分離部３０２とが互いに分離可能なミシン目を薄板のＸ軸方向
に沿って有している。これより本実施形態は、接続部材２０５によって挿入部側連結分離
部２０２同士、挿入部側連結分離部２０２ｌと固定部３２、挿入部側連結分離部２０２ｕ
と固定部３２を確実に連結でき、Ｙ軸方向に挿入部側連結分離部２０２を隣接して一列に
同一直線上に整列させ、位置決めすることができる。また本実施形態は、挿入部側連結分
離部２０２を操作部側連結分離部３０２に容易に連結することができる。
【０１１１】
　なお接続部材２０５は、ミシン目に限定することなく、操作ワイヤ３００が移動した際
に、挿入部側連結分離部２０２と操作部側連結分離部３０２とが互いに分離可能なミシン
目と開口部と切り込み等の内の少なくとも１つを有していてもよい。
【０１１２】
　次に本発明に係る第５の実施形態について図１５を参照して説明する。なお、第１の実
施形態と同一の構成については第１の実施形態と同一の参照符号を付すことにより説明を
省略する。
【０１１３】
　本実施形態における接続部材２０５は、幅（Ｙ軸）方向における断面にて、上下両面に
Ｖ溝形状を有している。接続部材２０５（断面）のＸ軸方向における長さは、挿入部側連
結分離部２０２のＸ軸方向における長さと同一である。また接続部材２０５は、硬い樹脂
製である。この硬い樹脂は、例えばポリスチレンと、ポリ塩化ビニルと、ポリプロピレン
のいずれかである。これにより本実施形態は、硬い樹脂製の接続部材２０５によって挿入
部側連結分離部２０２同士、またＹ軸方向に両端に配置される挿入部側連結分離部２０２
と固定部３２を確実に連結でき、Ｙ軸方向に挿入部側連結分離部２０２を隣接して一列に
同一直線上に整列させ、位置決めすることができる。また本実施形態は、挿入部側連結分
離部２０２と操作部側連結分離部３０２を容易に接続することができる。
【０１１４】
　このように本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の分離型内視鏡を示す斜視図である。
【図２】図２は、分離型内視鏡の先端部を示す斜視図である。
【図３】図３は、分離型内視鏡が挿入部側と操作部側とに分離された状態を示す斜視図で
ある。
【図４】図４は、図３に示す挿入部側が操作部側と連結した状態を示す斜視図であり、図
１に示す分離型内視鏡を操作部側連結部から見た斜視図である。
【図５】図５は、挿入部側の斜視図である。
【図６】図６は、挿通部の側面図である。
【図７】図７は、操作部側の斜視図である。
【図８Ａ】図８Ａは、操作部側の操作ワイヤと操作部側連結分離部と整列部材を示す斜視
図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８ＡにおけるＡ－Ａ線における断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ｂに示す保持部周辺における拡大図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、保持部の斜視図である。
【図９Ａ】図９Ａは、挿入部側の操作ワイヤと挿入部側連結分離部と接続部材を示す斜視
図である。
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【図９Ｂ】図９Ｂは、図９ＡにおけるＢ－Ｂ線における断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、Ｅ－リングの正面図である。
【図１０】図１０は、基端側からみた折止部の斜視図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、ピンが地点Ｂから地点Ｃに移動する際の整列部材と操作部側連
結分離部の移動状態を示す斜視図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、ピンが地点Ｃから地点Ｄに移動する際の整列部材と操作部側連
結分離部の移動状態を示す斜視図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、操作部側連結分離部と挿入部側連結分離部とが互いに連結した
状態を示す断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、ピンが地点Ｄから地点Ｅに移動した際の整列部材と操作部側連
結分離部と挿入部側連結分離部の配置状態を示す斜視図である。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、連結した操作部側連結分離部と挿入部側連結分離部がＸ軸方向
に沿って前進または後退する状態を示す斜視図である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態における接続部材の上面図である。
【図１３】図１３は、第３の実施形態における接続部材の上面図である。
【図１４】図１４は、第４の実施形態における接続部材の上面図である。
【図１５】図１５は、第５の実施形態における接続部材の斜視図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…分離型内視鏡、２…ピン、１０…挿入部側、２０…挿入部、３０…折止部、３０ａ
…基端部、３０ｂ…内面、３２…固定部、３３…防止部、４０…挿入部側連結部、４１…
挿通部、７０…操作部側、８０…操作部側連結部、８１…挿通部、９４ｕｄ，９４ｌｒ…
操作ハンドル、２００…操作ワイヤ、２０２…挿入部側連結分離部、２０３ｂ…凹部、２
０５…接続部材、３００…操作ワイヤ、３０２…操作部側連結分離部、３０３ｂ…開口部
、３０３ｄ…凸部、４００…整列部材、４０１…溝、４０２…保持部、４０２ａ…溝、４
０２ｂ…弾性部材、４０２ｃ…係合部、４０４…挿通部。
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